
福井県における降雪時の避難経路の確保【P】
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PAZ

UPZ

最重点除雪路線

国道27号、8号、161号
舞鶴若狭自動車道

県道241号は最重点除雪路線

として新降雪深５ｃｍを基準に
除雪開始

※その他主要な県道については、
新降雪深10cmを基準に除雪開始

除雪機械（例）

除雪機器の保有台数 平成27年3月時点

国（近畿地方整備局）※福井県内の配備数 ５５台

福井県 ２３９台

関係市町 おおい町、小浜市、高浜町、若狭町 ３１台

高速道路会社（NEXCO） ※２ ７０台

民間 １，４５４台

 福井県は近畿地方整備局や関係機関等との協議を踏まえ、道路雪対策基本計画を定め、短期間の集中降雪に
よる局地的大雪の発生等に柔軟に対応できる体制を整備。

 福井県は県内外へのアクセス路線となる高速道路ICと主要国道を結ぶ路線や原子力発電所と国道27号を結ぶ
幹線道路等を最重点除雪路線と定め、除雪を重点的に実施。

 高速道路及び直轄国道については、国土交通省近畿地方整備局及び高速道路会社（NEXCO）が、除雪体制の

強化を図り各関係機関の緊密な連携の下、各機関の除雪計画に基づき、適切な除雪、凍結防止等の対策を行
い、冬期間の交通の確保等に努める。

※２ ＮＥＸＣＯ中日本敦賀保全サービスセンター、福井保全サービスセンターの保

有台数。なお、舞鶴若狭自動車道の小浜ＩＣ以西はＮＥＸＣＯ西日本の管轄であり、
除雪機器についてはＰ38を参照。



京都府における降雪時の避難経路の確保【P】
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PAZ

UPZ

京都縦貫自動車道

国道27号
舞鶴若狭自動車道

※主要な府道について、積雪深
概ね10cmを基準に除雪開始

 京都府は毎年度除雪計画を定め、路線の重要性等を考慮してあらかじめ除雪路線を定め、緊急
時については当該路線毎の除雪目標に従い、除雪を実施。京都縦貫自動車道等については、京
都府道路公社が、雪氷対策要領に基づき、迅速かつ適切な雪氷作業を実施。

 高速道路及び直轄国道については、国土交通省近畿地方整備局及び高速道路会社（NEXCO）が、

除雪体制の強化を図り各関係機関の緊密な連携の下、各機関の除雪計画に基づき、適切な除雪、
凍結防止等の対策を行い、冬期間の交通の確保等に努める。

除雪機械（例）

※２ ＮＥＸＣＯ西日本福知山高速道路事務所、京都高速道路事務所
の保有台数

除雪機器の配備台数（民間借上を含む） 平成27年3月時点

国（近畿地方整備局） ※京都府内の配備数 ２１台

京都府 ２７６台

関係市町 舞鶴市、綾部市ほか １４０台

京都府道路公社 １７台

高速道路会社（NEXCO） ※２ ５６台

(C)2015ZENRINZ05E-第175号



滋賀県における降雪時の避難経路の確保【P】
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PAZ UPZ

京都縦貫自動車道

国道27号
舞鶴若狭自動車道

※主要な府道について、積雪深
概ね10cmを基準に除雪開始

 滋賀県は【新規作成】。
 高速道路及び直轄国道については、国土交通省近畿地方整備局及び高速道路会社（NEXCO）が、

除雪体制の強化を図り各関係機関の緊密な連携の下、各機関の除雪計画に基づき、適切な除雪、
凍結防止等の対策を行い、冬期間の交通の確保等に努める。

除雪機械（例）

※２ ＮＥＸＣＯ西日本福知山高速道路事務所、京都高速道路事務所
の保有台数

除雪機器の配備台数（民間借上を含む） 平成27年3月時点

国（ｘｘ地方整備局） ※滋賀県内の配備数

滋賀県

関係市町 高島市

滋賀県道路公社

高速道路会社（NEXCO） ※２
(C)2015ZENRINZ05E-第175号



4．PAZ圏内の全面緊急事態
における対応

＜対応のﾎﾟｲﾝﾄ＞

1. 自家用車による避難ができない住民の移動手段（ﾊﾞｽ等）を確保し、避難を開始すること。

2. 避難先施設の受入れ体制を整えること。

3. 安定ﾖｳ素剤を持っていない者（紛失等）に、緊急配布すること。
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